
令和６年10月
（12月支給分）

から

の制度が
変わります児 童 手 当

制度改正の主なポイント

支給対象児童を高校生年代まで延長

高校生年代までの児童
（1８歳到達後の
最初の３月31日まで

中学生までの児童
（15歳到達後の
最初の３月31日まで

１
＜改正後＞

所得制限
あり

所得制限

なし

＜改正後＞

２ 所得に関係なく支給されます

＜改正後＞

３ 支給月が変わります

年３回
２・６・10月
４か月分ずつ
支給

年６回
２・４・６・８・
10・１２月
２か月分ずつ支給

○３歳未満
第１子・第２子：15,000円
第３子以降：30,000円

○３歳～高校生年代
第１子・第２子：10,000円
第３子以降：30,000円

○３歳未満：15,000円
○３歳～小学生
第１子・第２子：10,000円
第３子以降：15,000円

○中学生：10,000円
○所得制限限度額以上
所得上限限度額未満：5,000円

○所得上限限度額以上：支給なし

第３子以降
３万円にUP

４ ３人目以降のお子さんの支給額が増えます

＜改正後＞

５

高校生年代の児童
（１８歳到達後の

最初の３月３１日まで）

大学生年代の児童
※親等の経済的負担がある場合に限る）
（２２歳到達後の最初の３月３１日まで）

第３子以降のお子さんの数え方が変わります

＜改正後＞


